
資料５－１ 

令和７年度上半期（４月～９月）消費生活相談について 

 
 

１　消費生活相談の概要 
　札幌市消費者センターにおける令和７

年度上半期の消費生活相談件数は、4,595

件で、前年度同期の4,911件と比べて316

件減少（前年度同期比6.4％減少）しまし

た。 

　令和５年度から今年度にかけて件数は

減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴　相談件数の多い商品・役務別の相談内容について 

第１位から第３位まで順位に変動なし 
 

　令和７年度上半期に寄せ

られた相談を商品・役務別

に見ると、１位が「賃貸ア

パート」、２位が「商品一

般」（※１）、３位が「他

の健康食品」（※２）となっています。 

　上位３位までは前年度同期と同じ順位であり、これらの相談だけで全相談件数の

22.3％を占めていますが、相談件数は昨年度から減少しています。 

　なお、これらの３品目は、令和元年度以降、常に上位３位以内を占めています。 

　　※１　「商品一般」とは品目が特定されていない、様々な商品の総称です。 

　　※２　「他の健康食品」とは主に「サプリメント」など、PIO-NET2020商品分類上の

13種類以外の健康食品を指します。 
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順位 商品・役務名 
令和６年度 

上半期 

令和７年度 

上半期 

１ 「賃貸アパート」 481件 466件 

２ 「商品一般」 458件 367件 

３ 「他の健康食品」 314件 192件 



 

「賃貸アパート」に関する相談が最も多く寄せられている 
 

　商品・役務別で最も多かった相談は「賃貸アパート」の466件で、前年度同期

の481件と比べて15件減少（前年度同期比－３％）しました。 

　主な相談内容は、入居中の修理・修繕に関するトラブルや退去時の原状回復費

用を巡るトラブルなどとなっています。 

 

「商品一般」は不審電話や不当請求に関する相談が多い 
 
　商品・役務別で２番目に多かった相談は「商品一般」の367件で、前年度同期

の458件と比べて91件減少（前年度同期比－19.9％）しました。 

　行政機関や通信会社を騙り、個人情報を聞き出そうとする不審電話に関する相

談や、「クレジットカードに心当たりのない請求があった」などの不当請求に関

する相談が多く寄せられています。 

 

「他の健康食品」は定期購入に関する相談が多い 
 
　商品・役務別で３番目に多かった相談は「他の健康食品」の192件で、前年度

同期の314件と比べて122件減少（前年度同期比－38.9％）しました。 

　「お試しのつもりで購入したところ、定期購入になっていた」など、定期購入

に関する相談が多く寄せられています。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒最近注目される消費者トラブル⑴参照 

 

⑵　増加率が高い商品・役務別の相談について 
　商品・役務別相談件

数の上位25品目（P.7

参照）のうち、前年度

同期に比べて増加率の

高かった３品目を紹介

します。 
 
「脱毛エステ」が237.5％の増加  
 
　最も増加率が高かった相談は「脱毛エステ」の108件で、前年度同期の32件と

比べて76件増加（前年度同期比＋237.5％）しました。全国に店舗を展開してい

た脱毛サロンが倒産したことにより、相談件数が増加したものと考えられます。 

　「まだ契約が残っているのに倒産してしまいサービスが受けられない」「倒産

後もクレジットカードへの請求が続いているが支払う義務はあるのか」などと

いった相談が複数寄せられています。 
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順位 商品・役務名 
令和６年度 

上半期 

令和７年度 

上半期 
増加率 

１ 脱毛エステ 32件 108件 237.5％ 

２ 化粧クリーム 17件 50件 194.1％ 

３ 
他の電気空調・

冷房機器 
15件 42件 180.0％ 



 

定期購入の「化粧クリーム」が194.1％増加  
　２番目に増加率が高かった相談は「化粧クリーム」の50件で、前年度同期の17

件と比べて33件増加（前年度同期比＋194.1％）しました。 

　内容のほとんどが定期購入に関するものであり、「１回限りと思い注文したと

ころ２回目の商品が届いてしまった」「解約をしようと思っても電話回線が混み

あっていて繋がらない」等といった相談が複数寄せられています。 

 

「他の電気空調・冷房機器」が180％増加 
 
　３番目に増加率が高かった相談は「他の電気空調・冷房機器」の42件で、前年

度同期の15件と比べて27件増加（前年度同期比＋180％）しました。　 

　ＳＮＳ上にサーキュレーターが「数秒でマイナス○度」「有名大学と大手メー

カーの共同開発」等と広告されて販売されていたため購入したところ、実際には

広告の内容と全く違う粗悪品が届いた、という相談が複数寄せられています。 

 

２　最近注目される消費者トラブルなど 

⑴　依然として注意が必要な「定期購入」トラブル 

「定期購入」に関する相談は減少せず  
　令和４年６月１日に改正特商法が施行され、インターネット通信販売において

「定期購入」である場合は、商品注文の「最終確認画面」に明確に表示するよう

義務付けられました。しかし「定期購入」トラブルに関する相談は一向に減って

いないことから、インターネット通販で商品を購入する際には、「最終確認画

面」を十分に確認して注文する必要があります。トラブルに備えて、この「最終

確認画面」をスクリーンショット等で保存しておくことが重要です。 
 

 
 

　※「定期購入」に関する相談件数を集計 
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最近の「定期購入」トラブルのパター

ン 
 
　最近の「定期購入」トラブルには、以下のような消費者がトラブルに陥りやす

い広告パターンが見受けられます。 
 

①　「定期縛りなし」などと強調し、定期購入ではないと誤解させる広告 

　⇒　「定期縛りなし」とは、解約条件や違約金がない「定期購入」です。 

　　　所定の期日までに解約手続きを行わなければ商品が届き続け、その分代金も

請求されます。 

②　「初回で解約ＯＫ」などと簡単に解約できると誤解させる広告 

　⇒　初回で解約しようとすると解約料の請求を受けたり、商品のほか、商品が

入っていた箱や納品書、同封されている印刷物などの返送を求められるな

ど、解約条件が定められていることがあります。 

③　「定期縛りなし」で注文した後に「さらにお得なコースをご案内！」など    

　　とボタンが出てくる 

　⇒　安くなると思いボタンを押すと、気付かないうちに「定期縛りあり」のコー

スに変更されていることがあります。 

 

「定期購入」＝１回の注文で一定期間複数回購入することになる販売方法のこと。 

「定期縛り」＝必要な購入回数などの定期購入に条件が付帯されていること。 

必要購入回数に達するまで解約できないか、解約できても違約金を

　　　　　　　請求される場合がある。 
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⑵ 　「副業」トラブルに関する相談が依然として多い 

20代の若者をはじめ、各世代から相談が寄せられている 
 
　「副業」に関する相談が依然として多く寄せられています。20代からの相談

が多いものの、10代から70代までの全世代から相談が寄せられており、年齢を

問わず注意が必要な状況です。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※年度ごとの「副業（サイドビジネス商法）」に関する相談件数を集計 

　特に、ＳＮＳや動画投稿サイトに表示される「ＡＩで誰でも簡単に」「スキ

マ時間でＯＫ」「スマホだけで」などといった誘い文句の広告をきっかけにト

ラブルへと発展する事例が後を絶ちません。 　 

　こうしたトラブルでは、事業者から半ば強制的に高額なサポートプランへの

加入や情報商材の購入を迫られるほか、「手数料」や「保証金」などの名目で

金銭の支払いを求められるケースも散見されます。  

　さらに、資金がないと伝えても「利益で返せる」「すぐに稼げるから大丈

夫」などと言葉巧みに説得され、消費者金融等から高額な借り入れをさせられ

る「クレ・サラ強要」の被害も継続して発生しています。安易な借り入れの申

し込みは避け、慎重な判断が必要です。 
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「情報商材」 　　　＝　副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称

　　 して販売されている本やＤＶＤ、その他の情報

のこと。 

「クレ・サラ強要」　＝　売買契約の際に無理やり消費者金融等から借金をさせ 

たり、クレジット契約を組ませること。 



 

 

 

「クレ・サラ強要」の手口 
 
　副業トラブルに関する相談の中で、特に若い世代が支払のために借金をさせら

れるケースが多く見られます。 

　相談者の中には事業者の指示どおりにスマホを操作していたら気付かないうち

に借金をしてしまっていた、という事例もあります。 

 

【トラブルの流れ】 

① ＳＮＳや動画投稿サイト等の広告を見て、副業に興味を持ち登録。 

② 登録後、事業者からの説明を受け高額な情報商材の購入やサポートプランへ 

　 の加入を勧誘される。 

③ 購入資金が無いと断ると、消費者金融等から借り入れして購入するよう指示 

　 される。 

　※ 画面共有アプリ等から相談者のスマホ画面を共有し、事業者の指示に従い 

　　 オンラインで借り入れしてしまったという事例もあります。 

　※ 遠隔操作アプリから勝手に操作され、借り入れされてしまったいう事例も 

　　 あります。 

④ 思っていたように利益を出すことができず、事業者に返金を求めても応じて 

　 もらえない、または連絡が取れなくなってしまい、借金だけが残る。 

 

 

＜副業トラブルを避けるための３か条＞ 

①　「簡単に稼げる」「儲かる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるた　

　め、うのみにしない。借金してまで契約しない。 

②　相手方に安易に個人情報を開示しない。 

③　お金を稼ぐはずが、振り込みを求められたら、消費者センターに相談する。 
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⑶　行政機関や通信会社を騙る「不審な電話」に関する相談  
ここ数年で大幅増加、今年度の相談件数は昨年度を上回る見込

み 
 
 　　　　行政機関や通信会社を騙り、「あと２時間後に電話が使えなくなる」等と不

安を煽り、個人情報を聞き出そうとする不審電話に関する相談が多く寄せられ

ています。 

※年度ごとの「不審電話」に関する相談件数を集計 

　　　 

○行政機関や通信会社などを騙る自動音声は詐欺です 

　行政機関や通信会社が、電話の停止について自動音声ガイダンスやＳＭＳで通

知することは絶対にありません。相手にせず、すぐに電話を切ることが重要で

す。ガイダンスで案内される番号を押したり、連絡先に連絡しないように注意が

必要です。 

 

○「＋」から始まる国際電話番号に注意 

　最近は、「＋」から始まる国際電話番号を使用した不審電話も増加していま

す。心当たりのない国際電話に折り返すと、高額な通話料が発生するケースもあ

りますので、絶対にかけなおさないことが重要です。 

 

＜不審電話によるトラブルを避けるための３か条＞ 

①　非通知や知らない番号からの電話には出ない、折り返さない。 

②　留守番電話などを活用する。 
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③　個人情報は絶対に伝えない。 

 

 

商品・役務別相談件数（上位25品目） 
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契約当事者年代別　商品・役務別相談件数（上位10品目） 
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